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 知財高裁、平成１８年１月３１日判決

（平成１７（ネ）１００２１）

－知財高裁における３番目の大合議判決

－特許権消尽の諸問題（リサイクル、生産方
法と消尽等）について重要な指針



事案の概要：原告の権利

インクジェットプリンタ用のインクカートリッジ

原告X： キャノン株式会社

特許権： 特許第３２７８４１０号

請求項１ ｢液体収納容器｣（インクカートリッジ）



事案の概要：被告の行為

一般消費者原告X

インクカートリッジ

プリンタ

販売 回収

再生
（インク充填）

販売

被告Y

原告特許権
（インクカートリッジ）

侵害？消尽？



特許権の消尽

 特許権者等が国内において特許製品を譲渡した
場合には，当該特許製品については特許権は消
尽し，もはや特許権の効力は，当該特許製品に
は及ばない
（BBS事件：最高裁第三小法廷平成九年七月一日判決 ）

－自由な商品流通／特許権者の二重利得



消尽の典型例

特許権者X 譲受人Y

特許製品A 特許製品A

販売

第三者Z

転売、貸渡し
特許製品A

特許権の消尽（非侵害）

自由な商品流通／特許権者の二重利得

利得



リサイクルと消尽

特許権者X 譲受人Y

特許製品A 特許製品A

リサイクル業者

回収 回収された
特許製品A

特許製品A’

再生

販売

特許権の消尽？侵害？

過去の事例： インクカートリッジ、レンズ付フィルム、製剤
（第１審：消尽） （侵害） （消尽）

販売

利得



従前の判例の流れ

• 生産アプローチ
｢新たな生産か、それに達しない修理の範囲内
か｣

• 消尽アプローチ
｢特許製品がその効用を終えた後においては、
当該特許製品について特許権を行使すること
が許される｣



生産アプローチの判例

• 東京高裁、平成１３年１１月２９日判決（アシ
クロビル事件）
｢特許権者が譲渡した特許製品に含まれる実施対象
と同一のものとはみなされなくなるものを生産する行為
は，もはや単なる修理やオーバーホールなどということ
はできず，特許権者等が本来専有する実施権である｣

• 同旨の判決は、東京地裁平成１６年１０月１３日判
決（本件第１審）、大阪地裁平成元年４月２４日判決
（製砂機ハンマー事件）など多数
• 学説においても広く提唱



生産アプローチの問題点

•使い捨て商品の中で再生時に物理的変更を
生じないものがある

インクカートリッジ（インク充填）
レンズ付フィルムユニット（フィルム充填）

使い捨て注射器
使い捨てコンタクトレンズ

物理的
変更

物理的
変更なし

⇒｢生産｣か｢修理｣か、という判断基準が機能しない



消尽アプローチの判例

• 東京地裁、平成１２年８月３１日判決（レンズ
付フィルムユニット事件）
｢特許製品がその効用を終えた後においては、特許
権者は、当該特許製品について特許権を行使すること
が許されるものと解するのが相当である｣

• 同旨の判決に、東京地裁平成１３年１月１８日判決
（アシクロビル事件第１審）

⇒ 地裁レベル。高裁における裁判例はなし
（アシクロビル事件では、第１審で消尽アプローチ、第２審で生産
アプローチが採用）



本判決の判示

• 特許権の消尽が否定される２類型

第１類型： 当該製品が本来の耐用期間を経過して
その効用を終えた後に再使用又は再生された場合
（消尽アプローチ）

第２類型： 第三者により特許発明の本質部分を構
成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がさ
れた場合
（生産アプローチをより具体化）



本判決の具体的判断

•本件発明の意義

本件 従来

２つの負圧発生部材の界面にインク壁が形成され空気侵入防止

インクの壁

インク室 インク室

負圧発生
部材

負圧発生
部材２負圧発生

部材１

空気
空気

孔 孔



本判決の具体的判断

• 被告によるインクの再充填は、
－ 第１類型には該当しない
（インクは消耗品であり、インクの費消により効用
を終えたと言えない）

－ 第２類型に該当する
（インクの再充填により、界面の機能（インクの壁）
が回復するから、本質的部分の交換に該当）

⇒ 消尽が成立せず、侵害を構成する。



本判決の意義

• ＢＢＳ事件で確立された消尽法理の例外として、
２つの類型を定立

－第１類型（特許製品の効用終了）：
消尽アプローチを高裁として初めて認めたもの

－第２類型（本質部分の加工、交換）：
生産アプローチの具体的基準を打ち立てたもの

⇒ リサイクル品について、より広汎な特許権の
保護を認めた



残された問題点
• 第１類型、第２類型についてさらに判例の蓄積
が必要

－第１類型（製品の効用終了）：
中古車、中古パソコンetcは？

－第２類型（本質的部分の交換）：
当業者以外には判断が困難であり、当業者で
あっても判断が容易でない（均等論の第３要件と
同じ問題。何が本質的部分かは対比する引例に
よって変わる）


